
１

弁
理
士
法
施
行
規
則
第
六
条
第
三
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず

れ
か
の
科
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
技
術
部
門
に
係
る
登
録
を
受
け
て
い
る
技
術

士
（
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
選
択
科
目
に
つ
い
て
技
術
士
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
二
次
試
験
を
受
け
当
該
試
験
に
合
格
し
た
者
に
限
る
。）と
す
る
。

科

目

技

術

部

門

受

験

し

た

選

択

科

目

一

理
工
Ò
（
工
学
）

機
械
部
門

機
械
設
計

材
料
力
学

機
械
力
学
・
制
御

動
力
エ
ネ
ル
ギ
ー

熱
工
学

流
体
工
学

加
工
・
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
及

び
産
業
機
械

交
通
・
物
流
機
械
及
び
建
設
機
械

ロ
ボ
ッ
ト

情
報
・
精
密
機
器

機
械
加
工
及
び
加
工
機

原
動
機

精
密
機
械

鉄
道
車
両
及
び
自
動
車

化
学
機
械

流
体
機
械

建
設
、
鉱
山
、
荷
役
及
び
運
搬
機
械

産
業
機
械

暖
冷
房
及
び
冷
凍
機
械

機
械
設
備

鉄
道
車
両

自
動
車

建
設
及
び
鉱
山
機
械

荷
役
・
運
搬
機
械

工
作
機
械

建
設
機
械

船
舶
・
海
洋
部
門

船
舶

海
洋
空
間
利
用

舶
用
機
器

船
体
、
造
船
工
作
及
び
造
船
設
備

舶
用
機
械

船
体

造
船
工
作
及
び
造
船
設
備

造
船
設
備

航
空
・
宇
宙
部
門

機
体
シ
ス
テ
ム

航
行
援
助
施
設

機
体

航
空
機
用
原
動
機

装
備

原
動
機

繊
維
部
門

繊
維
二
次
製
品
の
製
造
及
び
評
価

縫
製

縫
製
品

資
源
工
学
部
門

固
体
資
源
の
開
発
及
び
生
産

流
体
資
源
の
開
発
及
び
生
産

資
源
循
環
及
び
環
境

金
属
及
び
非
金
属
鉱
業

石
炭
、
石
油
及
び
天
然
ガ
ス
鉱
業

金
属
鉱
業

石
炭
及
び
石
油
鉱
業

石
炭
鉱
業

石
油
鉱
業

建
設
部
門

土
質
及
び
基
礎

鋼
構
造
及
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト

都
市
及
び
地
方
計
画

平成™˜年˜月�日 水曜日 (号外第˜号)官 報
〇
財
務
省
告
示
第
十
二
号

国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵

省
令
第
三
十
号
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日
に
発
行
し
た
割
引
短
期
国
債

の
発
行
条
件
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
七
日

財
務
大
臣

中
川

昭
一

一

名
称
及
び
記

号

割
引
短
期
国
庫
債
券
（
第
四
百
四
十

二
回
）

二

発
行
の
根
拠

法
律
及
び
そ

の
条
項

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
第
四
十
六

条
第
一
項

三

振
替
法
の
適

用
等

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下

「
振
替
法
」
と
い
う
。）の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
振
替

機
関
は
日
本
銀
行
と
す
る
。

四

発
行
方
法

日
本
銀
行
に
よ
る
借
換
え
の
た
め
の

引
受
け

五

発

行

額

額
面
金
額
で
一
兆
三
千
五
十
二
億
七

千
万
円

六

最
低
額
面
金

額

千
万
円

七

振
替
単
位

振
替
法
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿

の
記
載
又
は
記
録
は
、
最
低
額
面
金

額
の
整
数
倍
の
金
額
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

八

発

行

日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

九

発
行
価
格

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
九
十
九
円
五

十
五
銭
九
厘

十

償
還
期
限

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

た
だ
し
、
償
還
期
が
銀
行
休
業
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
営
業
日
に

償
還
金
を
支
払
う
。

十
一

償
還
金
額

額
面
金
額
百
円
に
つ
き
百
円

十
二

元
金
支
払

場
所

日
本
銀
行

十
三

払
込
期
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
号

弁
理
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
百
十
一
号
）
第
六
条
第
三
号
及
び
第
七
号
の
経
済
産
業
大

臣
が
認
め
る
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。
な
お
、
平
成
十
七
年
経
済
産
業
省
告
示
第
八
号
（
弁
理
士

法
施
行
規
則
第
四
条
第
二
号
及
び
第
五
号
の
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者
を
定
め
た
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
七
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

Ÿ
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